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(57)【要約】
【課題】より不正開放が難しく、防犯性に優れた制御装
置、及び当該制御装置を備えてなる遊技機を提供する。
【解決手段】ベース部材とかしめカバー部材とを連結す
るための連結部材を、先端部が先割れ状に形成されてい
るとともに当該先割れ状部の外周面に掛止面が形成され
た筒状のビス部材６１と、当該ビス部材６１に螺入可能
で、その先端部にのみ雄ねじ部６２ａが形成された芯部
材６２とで構成し、ベース部材とかしめカバー部材とに
わたって設けられたビス受け部内にビス部材６１を挿入
した状態で、雄ねじ部６２ａがビス部材６１の先端から
突出するまで芯部材６２をビス部材６１に螺入させ、先
割れ状部を拡開させて、掛止面をビス受け部の内周面に
掛止させることにより、ベース部材とかしめカバー部材
とを一体化するようにした。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機に設置され、ベース部材とカバー部材とを連結部材により一体化してなるケース
内に前記遊技機における動作を制御する基板を内蔵した制御装置であって、
　前記連結部材を、先端部が先割れ状に形成され、当該先割れ状部の外周面に掛止面が形
成されるとともに、内周面にはネジ溝が刻設されてなる筒状のビス部材と、当該ビス部材
に螺入可能で、その先端部にのみ雄ねじ部が形成された芯部材とで構成する一方、
　前記ベース部材と前記カバー部材とにわたって、前記ビス部材を挿入可能なビス受け部
を設け、
　前記ビス受け部内に前記ビス部材を挿入した状態で、前記雄ねじ部が前記ビス部材の先
端から突出するまで前記芯部材を前記ビス部材へ螺入させることにより、前記先割れ状部
を拡開させて前記掛止面を前記ビス受け部の内周面に掛止させるとともに、前記雄ねじ部
の後端部を前記先割れ状部の先端面に係止させて、前記ベース部材と前記カバー部材とを
一体化することを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記ビス部材の前記内周面において、前記ネジ溝と前記先割れ状部の先端との間に前記
ネジ溝が形成されていない帯状部を設けており、
　前記芯部材の雄ねじ部を前記ビス部材の先端から突出させるにあたり、前記雄ねじ部が
、前記ネジ溝を超えて前記帯状部を通過した後に前記先端から突出するようにしたことを
特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記ビス部材が掛止状態にある場合に、前記帯状部位置での前記ビス部材の内径が前記
雄ねじ部の山位置での径よりも小径となるように前記帯状部を形成し、前記雄ねじ部が前
記帯状部を通過する際に潰れるようにしたことを特徴とする請求項２に記載の制御装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかに記載の制御装置が設置されていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば遊技に係る制御を実行する制御基板を収容してなる制御装置、及び
当該制御装置を備えてなる遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ機やスロットマシン等の遊技機には、所謂「大当たり抽選」等の遊技に
係る制御を実行する制御装置（たとえば特許文献１）が内蔵されている。当該制御装置に
おいては、制御基板を収容する収容ケースのカバー部材とベース部材とを、たとえばワン
ウェイタイプのネジ等の連結部材により一体化しており、制御基板に対する不正行為（た
とえば、改造されたＲＯＭへの差し替え等）を防止するようになっている。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１８５１５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の制御装置では、螺入したネジによりカバー部材とベ
ース部材とを連結しているため、工具等を用いて強引にネジを回転させて取り外すと、カ
バー部材とベース部材との連結が解除となってしまう。したがって、不正開放防止効果の
更なる向上が求められている。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑みなされたものであって、より不正開放が難しく、防
犯性に優れた制御装置、及び当該制御装置を備えてなる遊技機を提供しようとするもので
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ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明のうち請求項１に記載の発明は、遊技機に設置され
、ベース部材とカバー部材とを連結部材により一体化してなるケース内に前記遊技機にお
ける動作を制御する基板を内蔵した制御装置であって、前記連結部材を、先端部が先割れ
状に形成され、当該先割れ状部の外周面に掛止面が形成されるとともに、内周面にはネジ
溝が刻設されてなる筒状のビス部材と、当該ビス部材に螺入可能で、その先端部にのみ雄
ねじ部が形成された芯部材とで構成する一方、前記ベース部材と前記カバー部材とにわた
って、前記ビス部材を挿入可能なビス受け部を設け、前記ビス受け部内に前記ビス部材を
挿入した状態で、前記雄ねじ部が前記ビス部材の先端から突出するまで前記芯部材を前記
ビス部材へ螺入させることにより、前記先割れ状部を拡開させて前記掛止面を前記ビス受
け部の内周面に掛止させるとともに、前記雄ねじ部の後端部を前記先割れ状部の先端面に
係止させて、前記ベース部材と前記カバー部材とを一体化することを特徴とする。
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記ビス部材の前記内周面
において、前記ネジ溝と前記先割れ状部の先端との間に前記ネジ溝が形成されていない帯
状部を設けており、前記芯部材の雄ねじ部を前記ビス部材の先端から突出させるにあたり
、前記雄ねじ部が、前記ネジ溝を超えて前記帯状部を通過した後に前記先端から突出する
ようにしたことを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明において、前記ビス部材が掛止状態に
ある場合に、前記帯状部位置での前記ビス部材の内径が前記雄ねじ部の山位置での径より
も小径となるように前記帯状部を形成し、前記雄ねじ部が前記帯状部を通過する際に潰れ
るようにしたことを特徴とする。
　一方、上記目的を達成するために、本発明のうち請求項４に記載の発明は、請求項１～
３の何れかに記載の制御装置が設置されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に記載の発明では、連結部材を、先端部が先割れ状に形成されているとともに
当該先割れ状部の外周面に掛止面が形成された筒状のビス部材と、当該ビス部材に螺入可
能で、その先端部にのみ雄ねじ部が形成された芯部材とで構成し、ベース部材とカバー部
材とにわたって設けられたビス受け部内にビス部材を挿入した状態で、雄ねじ部がビス部
材の先端から突出するまで芯部材をビス部材に螺入させ、先割れ状部を拡開させて、掛止
面をビス受け部の内周面に掛止させることにより、ベース部材とカバー部材とを一体化し
ている。このように拡開されたビス部材によりベース部材とカバー部材とを一体化してい
るため、ネジにより両者を一体化するとした従来の構成と比較して、たとえ工具等を用い
たとしても取り外しにくく、不正開放をより効果的に防止することができる。
　また、ビス部材から突出させた雄ねじ部の後端部を先割れ状部の先端面に係止させるた
め、雄ねじ部とネジ溝とを再び螺合させること、すなわち芯部材をビス部材から抜き取る
ことが困難となり、更に高い不正開放防止効果を発揮することができる。
　さらに、請求項２に記載の発明によれば、ビス部材の内周面において、ネジ溝と先割れ
状部の先端との間にネジ溝が形成されていない帯状部を設けており、芯部材の雄ねじ部を
ビス部材の先端から突出させるにあたり、雄ねじ部が、ネジ溝を超えて帯状部を通過した
後に先端から突出するようにしている。したがって、雄ねじ部とネジ溝との再螺合をより
確実に防止することができ、不正開放を確実に防止することができる。
　また、請求項３に記載の発明によれば、ビス部材が掛止状態にある場合に、帯状部位置
でのビス部材の内径が雄ねじ部の山位置での径よりも小径となるように帯状部を形成して
おり、雄ねじ部が帯状部を通過する際に潰れるようにしているため、一旦突出させた雄ね
じ部をネジ溝に再び螺合させることは不可能となる。したがって、芯部材をビス部材から
抜き取ることは極めて困難となり、極めて高い不正開放防止効果を発揮することができる
。さらに、帯状部の通過時に雄ねじ部が潰れるほどの圧力を先割れ状部にかけることがで
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き、掛止面による掛止をより強固なものとすることができる。
　一方、請求項４に記載の発明によれば、制御装置が不正開放されてＲＯＭ等が不正に取
り替えられたりしないため、遊技者が安心して遊技可能な遊技機とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の一実施形態となる制御装置、及び遊技機について、図面をもとに詳細に
説明する。尚、本実施形態では、遊技機の一例となるパチンコ機について説明する。
【０００９】
（パチンコ機の説明）
　図１は、パチンコ機１を前面側から示した説明図であり、図２は、パチンコ機１を後面
側から示した説明図である。
　パチンコ機１は、遊技盤２の前面に形成された遊技領域２ａ内へ遊技球を打ち込み、遊
技領域２ａ内を流下させて遊技するものであって、遊技盤２は、支持体として機能する機
枠３の前面上部に、金属製のフレーム部材であるミドル枠５を介して設置されている。ま
た、遊技盤２の前方には、ガラス扉を嵌め込み設置してなる前扉４が、左端縁を軸として
片開き可能に機枠３に蝶着されており、該前扉４によって閉塞される遊技盤２の前方空間
が遊技領域２ａとされている。
【００１０】
　当該遊技領域２ａは、遊技盤２の前面に円弧状に配設された外レール及び内レール（図
示せず）等によって囲まれており、両レール間が遊技球を遊技領域２ａ内へ打ち込むため
の発射通路とされている。また、遊技領域２ａの略中央には、「０」～「９」の数字や絵
柄等からなる「図柄」を表示するための図柄表示部６が設けられている。さらに、遊技領
域２ａには、図示しない多数の遊技釘、遊技球が通過可能なゲート部材、一対の爪片を開
閉動作可能に備えたチューリップ式電動役物、開閉可能な扉部材を有する大入賞装置、風
車等が設置されている。
【００１１】
　また、機枠３の前面側であって上記遊技盤２の下方には、遊技球を発射装置１０へ供給
するための供給皿７、及び供給皿７から溢れた遊技球を貯留するための貯留皿８が機枠３
に対して夫々片開き可能に取り付けられている。さらに、貯留皿８の右側には、発射装置
１０を作動させるための操作ハンドル９が回動操作可能に設置されている。
【００１２】
　一方、機枠３の後面側には、供給皿５へ貸球や賞品球として払い出される遊技球を貯留
するための貯留タンク１１、当該貯留タンク１１と連結された払い出し装置１２、図柄表
示部６に「図柄」を表示させるための液晶表示装置（図示せず）、払い出し装置１２や液
晶表示装置等の動作を統合的に制御するサブ統合基板を内蔵したサブ制御装置（図示せず
）が取り付けられているとともに、遊技に係る制御（たとえば、所謂「大当たり抽選」等
）を実行するためのメイン制御基板２１を内蔵してなる制御装置２０が取り付けられてい
る。
【００１３】
　以上のようなパチンコ機１では、遊技者によって操作ハンドル９が回動操作されると、
発射装置１０が作動して遊技球が遊技領域２ａ内へ打ち込まれる。そして、遊技領域２ａ
内を流下する遊技球がチューリップ式電動役物へ入賞すると、メイン制御基板２１にて「
大当たり抽選」を行い、所謂「大当たり」である場合には、図柄表示部６に「図柄」を所
定態様（たとえば、「７、７、７」等）で表示させた後、大入賞装置の扉部材を所定回数
にわたって断続的に開成させるといった所謂「大当たり状態」を生起させる。
【００１４】
（制御装置の説明）
　次に、本発明の要部となる制御装置２０について、図３～図９をもとに説明する。
　図３は、制御装置２０を後面側から示した斜視説明図であり、図４は、制御装置２０の
後面を示した説明図である。図５は、制御装置２０の断面説明図であって、（ａ）はＡ－
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Ａ線断面図、（ｂ）はＢ－Ｂ線断面図、（ｃ）はＣ－Ｃ線断面図、（ｄ）は（ｃ）中の要
部拡大図である。また、図６は、制御装置２０を分解した状態を示した斜視説明図である
。さらに、図７は、分解状態にある内ケース２２と、メイン制御基板２１とを拡大して示
した斜視説明図である。また、図８は、ベース部材４１を示した説明図であって、（ａ）
は後方から示した説明図、（ｂ）は斜視説明図である。さらに、図９は、かしめカバー部
材４２を示した説明図であって、（ａ）は上方から示した斜視説明図、（ｂ）は下方から
示した斜視説明図である。
【００１５】
　制御装置２０は、メイン制御基板２１と、メイン制御基板２１を収容可能な内ケース２
２と、当該内ケース２２を収容可能な外ケース２３とからなる。メイン制御基板２１は、
上述したように遊技に係る制御を実行するものであって、基板の後面には、遊技に係る制
御を実行するための図示しないＣＰＵやＲＯＭ、ＲＡＭ等の種々の制御素子が設置されて
いる。また、メイン制御基板２１の後面下部には、メイン制御基板２１とサブ統合基板等
とを接続するためのコネクタ部が設けられている。さらに、メイン制御基板２１の左右側
縁部には、メイン制御基板２１を内ケース２２内で固定（ネジ止め）するためのネジ孔２
１ａ、２１ａ・・が設けられている。そして、当該メイン制御基板２１は、制御素子が設
置されている側の面を後方へ向け、コネクタ部が下方に位置するような姿勢で内ケース２
２内に収容され固定される。
【００１６】
　内ケース２２は、メイン制御基板２１の前方を覆う前ケース部材３１と、メイン制御基
板２１の後方を覆う後ケース部材３２とを組み付けてなるもので、両ケース部材３１、３
２を組み付けることで形成される内部空間にメイン制御基板２１を収容可能となっている
。前ケース部材３１は、ポリカーボネート樹脂により成形されており、ポリカーボネート
樹脂の特性によって、外力が加わった際に割れにくいようになっている。また、後ケース
部材３２は、ＡＳ樹脂（ＳＡＮ）により成形されており、ＡＳ樹脂の特性によって、内ケ
ース２２を強引にこじ開けようとした場合等にドライバー等の先端によって表面に傷がつ
きやすく、不正行為の痕跡が残りやすいようにしている。
【００１７】
　後ケース部材３２は、略中央に後方へ膨出する膨出部を有し、前方側が開口した箱状体
であって、後ケース部材３２の下部には、メイン制御基板２１のコネクタ部を露出するた
めのコネクタ窓３３、３３・・が開設されている。各コネクタ窓３３の形状は、各コネク
タ部の形状と略同じに形成されており、メイン制御基板２１を収容した際にコネクタ部と
コネクタ窓３３縁との間に隙間が生じないようになっている。また、後ケース３２の下部
の左右両端には、係止凹部３４、３４が設けられており、ベース部材４１への組み付け時
にベース部材４１に設けられた係止片４３、４３（図８に示す）が係止するようになって
いる。さらに、後ケース３２の上部の左右両端には、ベース部材４１へネジ止めするため
のネジ孔を有する固定片３５、３５が突設されている。加えて、後ケース部材３２の上端
縁には、一対の鍔片３６、３６が上方へ突設されており、後ケース部材３２の左右側縁に
は、一対の押止片３７、３７が左右夫々外方へ突設されている。尚、後ケース部材３２の
内面（前面側）には、前ケース部材３１及びメイン制御基板２１をネジ止めするためのネ
ジ受け部（図示せず）が設けられている。
【００１８】
　前ケース部材３１は、後ケース部材３２の開口と略同じ大きさに形成され、その開口内
へ嵌め込むようにして後ケース部材３２へ組み付け可能な板状体である。当該前ケース部
材３１の四隅には、後ケース部材３２と一体化するためのネジ孔３８、３８・・が穿設さ
れている。また、前ケース部材３１の下縁には、後方へ突出する凸条部３９が設けられて
おり、後ケース部材３２と一体化した後でコネクタ窓３３、３３・・周縁からの工具等の
差し込み、メイン制御基板２１に設置された各種素子への干渉を防止可能となっている。
【００１９】
　一方、外ケース２３は、後方に開口を有するベース部材４１と、当該ベース部材４１の
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開口を覆うように組み付けられるかしめカバー部材４２とからなるもので、両部材４１、
４２を組み付けることで形成される内部空間に内ケース２２を収容可能となっている。そ
して、ベース部材４１は、ポリカーボネート樹脂により成形されており、ポリカーボネー
ト樹脂の特性によって、外力が加わった際に割れにくく、且つ、後述する不正防止用ビス
４４が食い込みやすいようになっている。また、かしめカバー部材４２は、アクリル樹脂
により成形されており、当該アクリル樹脂の特性によって、後ケース３２同様、外ケース
２３を強引にこじ開けようとした場合等にドライバー等の先端によって表面に傷がつきや
すく、不正行為の痕跡が残りやすいようにしている。尚、かしめカバー部材４２に使用す
るアクリル樹脂にはゴム等の樹脂が添加されており、かしめカバー部材４２は、後ケース
部材３２よりも若干傷がつきにくくなっており、運搬時等における傷つきや破損等を防止
可能としている。
【００２０】
　ベース部材４１は、前板の上下左右縁に沿って上機能部４５、側機能部４６、４６、及
び下壁部４７を夫々後方へ立設してなるもので、当該上機能部４５、左右の両側機能部４
６、４６、及び下壁部４７に囲まれた空間４１ａ内に内ケース２２を収容可能としている
。上機能部４５には、一対のビス収納部４８、４８が凹設されており、各ビス収納部４８
には、ベース部材４１とかしめカバー部材４２とを組み付けるための予備の不正防止用ビ
ス４４が収納可能となっている。また、上機能部４５の中央及び左右両端部には、上面に
開口する凹状の嵌入凹部４５ａ、４５ａ・・が設けられており、かしめカバー部材４２に
設けられた嵌入突起５２ｃが嵌入可能となっている（図５（ａ）、（ｂ）に示す）。一方
、各側機能部４６には、４つの支持リブにより円筒部を支持してなる２つのビス受け部４
９、４９が上下方向に連設されている。各ビス受け部４９の円筒部は、固着前の不正防止
用ビス４４を挿通可能な径とされており、該円筒部の前方は、前板（被覆部）によって被
覆状態とされている。また、ビス受け部４９、４９の下方には、下側のビス受け部４９と
下壁部４７とを連結するように補強部５０が設けられており、当該補強部５０の左右方向
内側には、内ケース２２を組み付けた際に係止凹部３４に係止する係止片４３が一体的に
形成されている。さらに、空間４１ａの上部位置には、内ケース２２を収容状態でネジ止
めするためのネジ止め部５１、５１が設けられている。加えて、８０は、制御装置２０を
機枠３の後面側に設置する際に使用する取付部材である。尚、ビス収納部４８内には、不
正防止用ビス４４の軸部を挟持する一対の挟持リブ４８ａが設けられており、穴を空けて
予備の不正防止用ビス４４を取り出すといった不正行為を一層確実に防止可能としている
。また、各補強部５０の前方と前板との間には空間が形成されており、後述するかしめカ
バー部材４２の嵌合突起５３ｄが嵌合可能となっている。
【００２１】
　一方、かしめカバー部材４２は、後板の上縁及び左右縁に沿って、前方へ突出する上機
能部５２、及び側機能部５３、５３をコ字状に連設してなるもので、ベース部材４１の空
間４１ａの後方を覆うように組み付け可能となっている。上機能部５２は、ベース部材４
１の上機能部４５の上面を被覆する上壁５２ａと、上壁５２ａ及び後板と一体的に形成さ
れた押さえリブ５２ｂ及び嵌入突起５２ｃとからなる。押さえリブ５２ｂは、かしめカバ
ー部材４２の組み付け時に、空間４１ａに収容された内ケース２２の鍔片３６に当接して
内ケース２２の後ケース部材３２を押さえる機能を果たすとともに、かしめカバー部材４
２上部の補強をも担っている。また、嵌入突起５２ｃは、かしめカバー部材４２をベース
部材４１に組み付けるにあたり、嵌入凹部４５ａへ上方から嵌入して、ベース部材４１と
かしめカバー部材４２とをより強固に一体化可能としている。
【００２２】
　また、かしめカバー部材４２の各側機能部５３は、不正防止用ビス４４を挿通可能な六
角形状の挿通孔を有するビス挿通部５３ａ、５３ａと、収容状態にある内ケース２２を押
止する押止リブ５３ｂと、格子状に形成された補強リブ５３ｃとからなる。ビス挿通部５
３ａは、ベース部材４１のビス受け部４９に対応して上下に２つ連設されている。各ビス
挿通部５３ａは、ニッパ等により切断可能な切断リブ５４、５４・・を介して後板等と連
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結されており、切断リブ５４、５４・・を切断することによって、かしめカバー部材４２
とビス挿通部５３ａとは別体となる。また、押止リブ５３ｂは、ビス挿通部５３ａや補強
リブ５３ｃ等よりも前方へ突出しており、ベース部材４１への組み付け時に、収容状態に
ある内ケース２２の押止片３７に当接し、上記押さえリブ５２ｂ同様、内ケース２２の後
ケース部材３２を押止する機能を果たす。さらに、補強リブ５３ｃは、後板等と一体的に
形成されており、ベース部材４１への組み付け時に、空間４１ａに収容された内ケース２
２の後ケース部材３２表面や固定片３５に当接して内ケース２２を押さえる機能を果たす
（図５（ａ）に示す）とともに、かしめカバー部材４２側部の補強をも担っている。また
、各側機能部５３の下端部は、後板よりも下方へ突出しており、組み付け時に係止片４３
の後方を覆うようになっている。加えて、各側機能部５３の下端部には、ベース部材４１
への組み付け時に補強部５０の前方に嵌合する嵌合突起５３ｄが設けられている。
【００２３】
　以上のように構成される内ケース２２及び外ケース２３の組み立てについて、図１０及
び図１１をもとに説明する。図１０は、内ケース２２及び外ケース２３のネジ止めの態様
を示した説明図であって、図１１は、ベース部材４１へ内ケース２２を組み付けた状態を
示した説明図である。尚、図１０において、メイン制御基板２１は省略している。
　まず、内ケース２２については、前ケース部材３１を、その後方にメイン制御基板２１
を介在させた状態で、前方からネジ２４、２４・・により後ケース部材３２へネジ止めし
て組み立てる。このとき、メイン制御基板２１も、同ネジ２４、２４・・により、内ケー
ス２２内部において後ケース部材３２へネジ止めされることになる。このとき、前ケース
部材３１は、後ケース部材３２の開口内へ嵌め込まれた状態となっており、強引にこじ開
けようとした際にメイン制御基板２１の表面（素子設置面）が露出しにくいようになって
いる。
【００２４】
　次に、上述の如く組み立てた内ケース２２をベース部材４１に組み付ける。当該組み付
けに際しては、今回使用しない予備の不正防止用ビス４４、４４をベース部材４１のビス
収納部４８へ収納した後、空間４１ａ内へ内ケース２２を嵌め込み、ネジ５５、５５によ
り固定片３５をネジ止め部５１にネジ止めして組み付ける。このとき、内ケース２２の鍔
片３６、３６がビス収納部４８の開口を覆った状態となっており、内ケース２２の下部で
は、係止凹部３４に係止片４３が係止した状態となっている。また、内ケース２２の前面
は、ベース部材４１の内面に当接した状態となっている。
【００２５】
　この後、固有のＩＤを記憶したＩＣタグを有する識別シール５６を、内ケース２２の鍔
片３６後面とベース部材４１の上機能部４５の上面とに跨るように貼着する。このとき、
ＩＣタグ（すなわち、ＩＤを記憶したチップ及び外部端末との間で無線通信を行うための
アンテナ部を含む）をベース部材４１の上面側に位置するように識別シール５６を貼着し
、制御装置２０の上方から外部端末を近接させることで、かしめカバー部材４２越しにＩ
Ｄを読み取り可能とする。また、識別シール５６の鍔片３６側の表面には、ＩＤとは異な
る別の識別番号が記載されており、目視で識別番号の確認を可能としているとともに、Ｉ
Ｄと付き合わせることで偽造防止効果を高めることができるようにしている。さらに、同
表面には、シールの剥離に使用するような溶液等が付着すると化学反応によって変色する
反応部（残痕部）が設けられおり、識別シール５６の不正剥離を防止している。
【００２６】
　上述したように、ベース部材４１に内ケース２２を組み付け、識別シール５６を貼着し
た後に、ベース部材４１とかしめカバー部材４２とを不正防止用ビス４４、４４を用いて
一体化する。このとき、かしめカバー部材４２は、ベース部材４１の上方から下方へスラ
イドさせ、各嵌入突起５２ｃを嵌入凹部４５ａ内へ嵌入させるとともに、嵌合突起５３ｄ
、５３ｄを補強部５０の前方へ嵌合させる。そして、左右のビス挿通部５３ａ、５３ａの
うち夫々下側のビス挿通部５３ａへ不正防止用ビス４４を後方（かしめカバー部材４２側
）から挿入し、不正防止用ビス４４の先端をベース部材４１のビス受け部４９に係止及び
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食い込ませることにより、ベース部材４１とかしめカバー部材４２とが一体化され、外ケ
ース２３が組み立てられる。尚、かしめカバー部材４２を組み付けた際、内ケース２２の
後面は、かしめカバー部材４２の内面に当接した状態となっている。すなわち、内ケース
２２は、前ケース部材３１と後ケース部材３２との組み付け方向での両面となる前後面を
、ベース部材４１及びかしめカバー部材４２の内面に当接させた状態で、外ケース２３の
内部空間内に収容されることになる。また、内ケース２２を係止する係止片４３、４３は
、かしめカバー部材４２の各側機能部５３の下端部により覆われるとともに、補強部５０
によって側方からの工具を用いた損傷・こじ開け等も防止されている。
【００２７】
　当該組み立て状態において、メイン制御基板２１は、内ケース２２及び外ケース２３に
より二重に覆われた状態となっており、コネクタ部のみがコネクタ窓３３、３３・・から
露出している。また、かしめカバー部材４２の押さえリブ５２ｂや押止リブ５３ｂ、５３
ｂ、補強リブ５３ｃ、５３ｃ・・等が後ケース部材３２の鍔片３６、押止片３７、３７、
固定片３５や表面に当接しており、かしめカバー部材４２を取り外さない限り、内ケース
２２を開放したり、固定片３５をネジ止めしているネジ５５を取り外したり、ビス収納部
４８から予備の不正防止用ビス４４を取り出したり、識別シール５６を剥離したりできな
い（すなわち、それらの不正行為を全て防止する）ようになっている。また、かしめカバ
ー部材４２の上壁５２ａにより上機能部４５の上面も被覆されており、識別シール５６の
ＩＣタグを有する側の面に容易に触れることができないようになっている。
【００２８】
　以上のようにして、制御装置２０は組み立てられ、取付部材８０、８０等によって機枠
３の後面側に取り付けられる。また、メイン制御基板２１の検査（たとえば、ＲＯＭのチ
ェック）等のため、制御装置２０を再び開放する際には、不正防止用ビス４４により固着
状態にあるビス挿通部５３ａの周縁の切断リブ５４、５４・・をニッパ等によって切断す
ればよい。すると、当該ビス挿通部５３ａとかしめカバー部材４２とが別体となり、ビス
挿通部５３ａをベース部材４１側へ残したまま、かしめカバー部材４２をベース部材４１
から取り外すことが可能となる。そのため、上記組み立てとは逆の順序でネジ５５、５５
を取り外すとともに識別シール５６を剥離して、内ケース２２をベース部材４１から取り
出し、ネジ２４、２４・・を外すことでメイン制御基板２１の検査を行うことができる。
その後、再び組み立てる際には、上記手順と略同様の手順で組み立て、当初ビス収納部４
８へ収納していた予備の不正防止用ビス４４、４４を、当初使用しなかった上側のビス挿
通部５３ａへ挿入し、上記同様、不正防止用ビス４４の先端をベース部材４１のビス受け
部４９に係止及び食い込ませれば組み立て完了となる。
【００２９】
（不正防止用ビスの説明）
　ここで、不正防止用ビス４４について、図１２及び図１３をもとに説明する。図１２（
ａ）は不正防止用ビス４４を示した斜視説明図であり、図１２（ｂ）は芯部材６２の側面
図、図１２（ｃ）はビス部材６１の軸方向での断面説明図である。また、図１３（ａ）は
芯部材６２がねじ込まれた状態にある不正防止用ビス４４を示した斜視説明図であり、図
１３（ｂ）は不正防止用ビス４４の軸方向での断面説明図である。
【００３０】
　不正防止用ビス４４は、筒状に形成された金属製のビス部材６１と、ビス部材６１へ挿
入される金属製の芯部材６２とからなる。ビス部材６１は、六角形状のフランジを有する
頭部６１ｃと、当該頭部６１ｃから前方へ一体的に突設された軸部とからなる。軸部の先
端部は、先割れ状に形成されており、外周面にやすり状の掛止面が形成されてなる複数の
舌部６１ａ、６１ａ・・が設けられている。また、図１２（ｃ）に示すように、ビス部材
６１の内周面には、ネジ溝６１ｄが軸部の基端部から各舌部６１ａの先端際にわたり形成
されている（尚、ネジ溝６１ｄは、各舌部６１ａの先端に到達するまで形成されているわ
けではなく、ネジ溝６１ｄと舌部６１ａの先端との間にネジ溝６１ｄが設けられていない
帯状部６１ｅが形成されている）。さらに、各舌部６１ａの先端には係止突起６１ｂが径
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方向へ突設されている。そして、後述する芯部材６２がねじ込まれる前の図１２（ａ）や
図１２（ｃ）等に示す状態において、舌部６１ａ、６１ａ・・は、ビス挿通部５３ａ及び
ビス受け部４９よりも小径となるように先細り状に窄められており、芯部材６２がねじ込
まれることで舌部６１ａ、６１ａ・・におけるビス部材６１の径が拡開するようになって
いる。
【００３１】
　一方、芯部材６２は、図１２（ｂ）に示す如く、軸の先端部にのみ雄ねじ部６２ａが設
けられたネジ部材であって、ねじ頭６２ｂは、ねじ込み方向へのみトルクをかけることが
可能なワンウェイタイプに成形されている。尚、芯部材６２の雄ねじ部６２ａの山位置で
の径は、軸よりも大径とされているものの、谷位置での径は軸と同径とされており、後述
の如く芯部材６２をねじ込む際にビス部材６１の先端（舌部６１ａ、６１ａ・・位置）を
必要以上に拡開させないようになっている。
【００３２】
　以上のように構成される不正防止用ビス４４の使用方法について説明する。
　まず、ビス部材６１を、その係止突起６１ｂ、６１ｂ・・がビス受け部４９よりも前方
まで突出するように、ビス挿通部５３ａを介して押し込む。このとき、舌部６１ａ、６１
ａ・・は先細り状に窄められているため、上記状態まで手作業等により難なく押し込むこ
とができる。
　次に、上記状態にあるビス部材６１に対して、芯部材６２を強引にねじ込み、該ねじ込
む力によって、図１３に示す如く、雄ねじ部６２ａをビス部材６１の先端から更に前方へ
突出させる。すると、ビス部材６１の先割れ状部は、やすり状とされた各舌部６１ａの掛
止面がビス受け部４９内周面に食い込んで掛止するまで拡開する。また、先割れ状部の拡
開により、係止突起６１ｂがビス受け部４９の端縁に係止してビス部材６１が抜け止めさ
れる。尚、当該掛止状態において、帯状部６１ｅ位置でのビス部材６１の内径は、雄ねじ
部６２ａの山位置での径よりも小径となっている。
　一方、芯部材６２の雄ねじ部６２ａは、帯状部６１ｅを通過する際、先割れ状部が雄ね
じ部６２ａの山位置での径まで拡開することはないため、図１３（ｂ）に示す如く潰れた
状態となる。また、雄ねじ部６２ａがビス部材６１の先端から突出すると、ビス部材６１
の先割れ状部は芯部材６２の軸径まで若干縮径し、雄ねじ部６２ａの後端部がビス部材６
１の先端面に係止する。
　以上のようにして、ベース部材４１とかしめカバー部材４２とが一体化されることにな
る。尚、芯部材６２をねじ込む際には、六角形状の頭部６１ｃとビス挿通部５３ａの挿通
孔とが係合しており、芯部材６２にトルクをかけやすくなっているとともに、トルクをか
けることによるビス部材６１の回転を防止している。
【００３３】
（制御装置の効果）
　上述したような制御装置２０によれば、メイン制御基板２１が、ベース部材４１とかし
めカバー部材４２とを組み付けてなる外ケース２３内に収容された内ケース２２内に収容
されている。したがって、メイン制御基板２１に対して不正行為を働くためには、内ケー
ス２１及び外ケース２３といった２つのケースをこじ開けたり、穴を空けたりする必要が
あるため、メイン制御基板２１に対して不正行為を働くことが極めて困難であり、優れた
防犯性を発揮することができる。
　また、内ケース２２は、前ケース部材３１と後ケース部材３２とを前後方向でネジ止め
して組み立てるのに対し、当該内ケース２２を収容する外ケース２３は、ベース部材４１
に対してかしめカバー部材４２を上下方向へスライドさせて組み立てる。このように内ケ
ース２２の組み立て方向と外ケース２３の組み立て方向とを異ならせているため、外ケー
ス２３と内ケース２２とを同時にこじ開けることが極めて困難となっており、非常に優れ
た防犯性を発揮することができる。
【００３４】
　さらに、かしめカバー部材４２に押さえリブ５２ｂや押止リブ５３ｂ、補強リブ５３ｃ
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等を設けており、それらの各種リブによってかしめカバー部材４２そのものの強度向上を
図り、穴を空ける等といった不正行為を困難にしている上、それらのリブが内ケースの２
２の表面や鍔片３６、押止片３７、３７に当接するため、外ケース２３に穴を空けるとい
った不正行為や収容状態にある内ケース２２の不正開放を一層困難にしており、防犯性の
格別な向上を図ることができる。また、かしめカバー部材４２の側機能部５３の下端部が
組み付け状態にて係止片４３、４３を覆っており、さらに各係止片４３の側方には、補強
部５０が設けられているため、かしめカバー部材４２の組み付け後、係止片４３を折る等
の不正行為により係止片４３と係止凹部３４との係止を解除として、内ケース２２を不正
開放するといった行為を防止することができる。
【００３５】
　さらにまた、内ケース２２の前後面を、ベース部材４１及びかしめカバー部材４２の内
面に当接させた状態で、外ケース２３の内部空間内に収容しているため、内ケース２２を
完全に露出（すなわち外ケース２３を開放）させない限り、内ケース２２の開放は不可能
となる。したがって、制御装置２０の不正開放を極めて確実に防止することができる。
　加えて、ベース部材４１において、ビス受け部４９、４９・・を、前板から側方へ突出
させることなく、すなわち前板によりビス受け部４９、４９・・の前方が閉塞されるよう
に設けているため、固着状態にある不正防止用ビス４４に対して先端を切断する等といっ
た不正行為を働くことが困難であり、当該箇所における防犯性についても向上することが
できる。
【００３６】
　また、ベース部材４１に予備の不正防止用ビス４４を収納するビス収納部４８を設けて
いるため、不正防止用ビス４４の管理等が簡易となり、使い勝手が良い。さらにまた、当
該ビス収納部４８の開口は、外ケース２３内に収容される内ケース２２によって覆われる
ため、不正防止用ビス４４の不正な取り出しが困難であり、他の制御装置の封止に利用す
るといった二次利用等を防止することができる。
　さらに、内ケース２２の前ケース部材３１の下縁に沿って後方へ突出する凸条部３９を
設けているため、コネクタ窓３３、３３・・周縁から内ケース２２内部へ不正工具等を差
し込みにくくなっており、内ケース２２における防犯性の向上をも図ることができる。
【００３７】
　さらにまた、内ケース２２と外ケース２３とにわたって、詳しくは上記ビス収納部４８
の開口を覆う内ケース２２の鍔片３６と外ケース２３の上機能部４５の上面とに跨るよう
に、固有のＩＤを記憶したＩＣタグを有する識別シール５６を貼着している。したがって
、不正防止用ビス４４を取り出すためには識別シール５６の剥離をも行わなければならず
、不正防止用ビス４４の不正な取り出しが困難となり、防犯性の一層の向上を図ることが
できる。
　また、識別シール５６を貼着するにあたり、ＩＣタグを有する側の面が外ケース２３の
上面に位置するようにしているため、外部携帯端末を利用することで制御装置２０を開放
することなくＩＤの確認が可能であって、使い勝手が良い。加えて、識別シール５６に、
溶液に反応する反応部を設けているため、溶液を用いた不正剥離を認識可能、ひいては不
正行為の抑制を図ることができる。
【００３８】
　さらに、上記制御装置２０では、先割れ形状のビス部材６１と、当該ビス部材６１に挿
入可能で、その先端が軸よりも大径となる芯部材６２とからなる不正防止用ビス４４によ
り、ベース部材４１とかしめカバー部材４２とを一体化するように構成している。つまり
、芯部材６２を、先端がビス部材６１よりも前方へ突出するまで押し込むことにより、ビ
ス部材６１の先端を拡開させて、その掛止面をビス受け部４９内周面に食い込ませるとと
もに、係止突起６１ｂをビス受け部４９の端縁に係止させてビス部材６１を抜け止めする
ことで、ベース部材４１とかしめカバー部材４２とが一体化される。したがって、ビス挿
通部５３ａ等を外ケース２３から切り離すことなくビス部材６１を除去することは、たと
え工具等を用いたとしても非常に困難となり、ただのネジ止め等のみによりケースを組み
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立ててなる制御装置と比較すると、極めて防犯性の高い制御装置２０とすることができる
。
【００３９】
　また、各舌部６１ａ内周面の先端際にネジ溝６１ｄを設けていない帯状部６１ｅを設け
ているとともに、雄ねじ部６２ａをビス部材の６１の先端から突出させることで、ビス部
材６１の先割れ状部が芯部材６２の軸径まで若干縮径して、雄ねじ部６２ａの後端部がビ
ス部材６１の先端面に係止する構成としている。したがって、雄ねじ部６２ａをビス部材
６１から突出させると、雄ねじ部６２ａとネジ溝６１ｄとを再び螺合させること、すなわ
ち芯部材６２をビス部材６１から抜き取ることが困難となり、更に高い不正開放防止効果
を発揮することができる。
　さらに、掛止状態における帯状部６１ｅ位置でのビス部材６１の内径が、雄ねじ部６２
ａの山位置での径よりも小径となるように、ビス受け部４９、ビス部材６１、及び芯部材
６２を成形している。つまり、雄ねじ部６２ａが帯状部６１ｅを通過する際に、ビス受け
部４９内周面にて各舌部６１ａの外周が拘束される先割れ状部が雄ねじ部６２ａの山位置
の径まで拡開しないようになっている。したがって、雄ねじ部６２ａを、帯状部６１ｅを
通過する際に、図１３に示す如く潰すことができる。このようにして雄ねじ部６２ａを潰
すことで、雄ねじ部６２ａのネジ溝６１ｄへの再螺合を不可能にすることができるため、
芯部材６２をビス部材６１から抜き取ることが極めて困難となり、更に高い不正開放防止
効果を発揮することができる。また、帯状部６１ｅの通過時に雄ねじ部６２ａが潰れるほ
どの圧力を舌部６１ａ、６１ａ・・にかけることができ、掛止面による掛止をより強固な
ものとすることができる。
　加えて、上述したような制御装置２０をパチンコ機１に設置することで、ＲＯＭ等が不
正に取り替えられたりするおそれがなく、遊技者が安心して遊技可能なパチンコ機１を提
供することができる。
【００４０】
（本発明の変更例）
　なお、本発明の制御装置及び遊技機に係る構成は、上記実施形態に記載の態様に何ら限
定されるものではなく、外ケースや内ケース、固着手段、及び遊技機の種類等に係る構成
について、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で必要に応じて適宜変更可能である。
【００４１】
　たとえば、上記実施形態では、不正防止用ビスを用いた固着部を外ケースの左右に夫々
２箇所ずつ設けているが、その数や設置位置等は適宜変更可能であるし、内ケースを同様
の不正防止用ビスを用いて封止するように構成してもよい。
　また、ビス収納部の位置（つまり、ベース部材への設置位置に限らず、かしめカバー部
材にビス収納部を設けるようにしてもよい）や識別シールの貼着位置等についても上記実
施形態の態様に何ら限定されることはない。
【００４２】
　さらに、不正防止用ビスについて、上記実施形態ではビス部材にネジ溝を、芯部材の先
端に雄ねじ部を夫々設けているが、そのようなねじ込み式を採用せず、ビス部材には溝等
を設けず、芯部材としては先端が大径なピン部材を採用し、当該ピン部材を押し込むこと
でビス部材の先端が拡開する構成（押し込み式）としてもよい。また、ねじ込み式を採用
するとしても、雄ねじ部が必ずしもつぶれるような構成とする必要はないし、雄ねじ部の
基端側（頭部側）に、フランジ部をリング状に突設することで、雄ねじ部を突出させた際
、当該フランジ部がビス部材の先端面に係止して、芯部材の引き抜きを阻止するように構
成することも可能である。
　さらにまた、合成樹脂製のビス部材や芯部材を採用することも可能であるし、ビス部材
を不可逆的に変形する素材により形成することで、一旦拡開してビス受け部内で掛止等す
ると、たとえ芯部材が除去されても掛止等の状態が解除されないようにしてもよい。加え
て、上記実施形態では、不正防止用ビスをかしめカバー部材側から挿入する構成としてい
るが、ベース部材側から挿入するようにしてもよいし、ビス部材の係止突起が係止可能な
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ってベース部材とかしめカバー部材とを一体化するようにしてもよい。
【００４３】
　また、上記実施形態では、制御装置を内ケースと外ケースとからなる二重構造としてい
るが、内ケースの代わりに、基板の少なくとも一方の表面を覆う内部カバーをベース部材
又はカバー部材に取り付ける構成としてもよい。さらにまた、上記実施形態では、押さえ
リブや押止リブ、補強リブ等の各種リブが後ケース部材の各部に当接するように構成とし
ているが、必ずしも当接する必要はなく、近接としてもよいし、押さえリブや押止リブの
代わりに、柱状の押さえ部や押止部を突設することも可能である。
　さらに、識別シールの残痕部を、溶液に反応ずる反応部としているが、粘着度の強弱に
よって一旦貼着した後に剥がすと無線通信用のアンテナが破断するように識別シールを構
成し、当該構成を残痕部としても何ら問題はない。
　加えて、外ケースや内ケースを製造する樹脂等についても上記実施形態に何ら限定され
ることはない。また、本発明に係る制御装置をパチンコ機ではなく、スロットマシーン等
の他の遊技機に設置可能であることや、メイン制御基板以外の遊技に係る基板を内蔵する
制御装置（たとえば、サブ統合ボックス）にも適用可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】パチンコ機を前面側から示した説明図である。
【図２】パチンコ機を後面側から示した説明図である。
【図３】制御装置を後面側から示した斜視説明図である。
【図４】制御装置の後面を示した説明図である。
【図５】制御装置の断面説明図であって、（ａ）はＡ－Ａ線断面図、（ｂ）はＢ－Ｂ線断
面図、（ｃ）はＣ－Ｃ線断面図、（ｄ）は（ｃ）中の要部拡大図である。
【図６】制御装置を分解した状態を示した斜視説明図である。
【図７】分解状態にある内ケースと、メイン制御基板とを拡大して示した斜視説明図であ
る。
【図８】ベース部材を示した説明図であって、（ａ）は後方から示した説明図、（ｂ）は
斜視説明図である。
【図９】かしめカバー部材を示した説明図であって、（ａ）は上方から示した斜視説明図
、（ｂ）は下方から示した斜視説明図である。
【図１０】内ケース及び外ケースのネジ止めの態様を示した説明図である。
【図１１】ベース部材へ内ケースを組み付けた状態を示した説明図である。
【図１２】（ａ）は不正防止用ビスを示した斜視説明図であり、（ｂ）は芯部材の側面図
、（ｃ）はビス部材の軸方向での断面説明図である。
【図１３】（ａ）は芯部材がねじ込まれた状態にある不正防止用ビスを示した斜視説明図
であり、（ｂ）は不正防止用ビスの軸方向での断面説明図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１・・パチンコ機、２０・・制御装置、２１・・メイン制御基板、２２・・内ケース、
２３・・外ケース（ケース）、３１・・前ケース部材、３２・・後ケース部材、４１・・
ベース部材、４２・・かしめカバー部材（カバー部材）、４４・・不正防止用ビス（連結
部材）、４９・・ビス受け部、５２ｂ・・押さえリブ、５３ａ・・ビス挿通部（ビス受け
部）、５３ｂ・・押止リブ、５３ｃ・・補強リブ、５６・・識別シール、６１・・ビス部
材、６１ａ・・舌部（先割れ状部）、６１ｂ・・係止突起、６１ｄ・・ネジ溝、６１ｅ・
・帯状部、６２・・芯部材、６２ａ・・雄ねじ部。
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